
保護者の皆さまへ 令和８年度より学校給食費を改定します 
 

食材価格の上昇に対応し、本市の目指す安全・安心でおいしい給食を提供するため、鳥取市教育委員会で

は外部委員の有識者等で構成される「鳥取市学校給食のあり方検討委員会」を開き、適正な一食単価を検

討してきました。検討の結果を踏まえ、令和８年４月から給食費の改定を予定しています。 

 

令和８年度の保護者負担について 

 

小学校（義務教育学校前期課程含）児童の給食費

は、国の「学校給食費の抜本的な負担軽減」による

交付金等を活用し、保護者負担を軽減します。 

 中学校（義務教育学校後期課程含）生徒の給食費

は改定額に本市独自の支援を行い、現行給食費から

新たな負担を求めないこととします。 

 食物アレルギー等の理由により牛乳を飲まない場

合など、通常の給食費と異なる場合があります。 

 

 

※月額は、１食あたり給食費に 195/年を乗じ、11 カ月で除した数字です。１回あたりの口座振替額とは 

異なります。（実際の月額は喫食回数等により変動します） 

詳しくは、６月中旬頃配布予定「学校給食費等納入額決定通知書」をご確認ください。なお、令和８

年度学校給食費の口座振替の開始月は６月です。 

 

 学校給食費改定の背景 

 

 本市では、平成２６年の給食費改定以降、約１０年間給食費を改定せず、令和５年度以降は、物価高騰

に伴い不足する食材料費を公費で補填し、児童生徒の保護者負担は据え置いてきました。 

 これまで、献立の工夫等による経費削減に努めてきましたが、現在の給食費では、多様な食材や、地場

産物を使用した望ましい献立の作成が困難となっています。 

 そこで、多様な食材や地場産物を使用し、栄養バランスがよく、より子どもたちに楽しみのある給食を

提供するために、給食費を改定することとしました。 

 また、市内給食センターごとにばらつきがあった給食費についても、今後の安定的な給食提供を見据え

て、給食単価を統一することとしました。 

 

一食単価 現行 改正案  保護者負担額 

小学校 
義務教育学校 
前期課程 

２７３円～

２８４円 

３８５

円 

 
９１円 

中学校 
義務教育学校 
後期課程 

３０９円～

３２２.５円 

４４１

円 
 ３０９円 

小学校 中学校 

月額 
6,825 
円 

月額 
7,817 
円 

保護者負担 

5,477 円 

（一食単価 309 円） 

市費支援額 
2,340 円 

保護者負担 

1,625 円 

（一食単価 91 円） 

国の支援 
基準額 
5,200 円 

※給食費月額イメージ 



 

学校給食費の改定に関するＱ＆Ａ 

Ｑ１．国の「学校給食費の抜本的負担軽減」とはどのような制度ですか？ 

Ａ１．令和８年度４月から、小学校（義務教育学校前期課程含）について、国による「学校給食費の抜本

的負担軽減」が始まります。当制度の支援対象は、給食を実施する公立学校の小学校（義務教育学校前期

課程含）となっており、中学生（義務教育学校後期課程含）以上は支援の対象外となります。また、国か

らの支援の基準額は一月あたり 5,200 円であり、基準額を超える部分については、学校給食法に基づき、

引き続き、保護者から徴収することを可能としています。 

 

Ｑ２．主食のご飯や牛乳の価格はどれくらい上昇しているのですか？ 

Ａ２．ご飯と牛乳を合わせた金額は物価高騰が始まった令和３年度以降 1食あたり 56 円上昇しています。 

 【表：小学校における牛乳・主食の価格推移】                                単位：円 

（小学校） Ｒ３．４ Ｒ４．４ Ｒ５．４ Ｒ６．４ Ｒ７．４ Ｒ７．１１ 

牛乳と主食 131.00 133.22 143.94 152.20 166.64 187.37 

その分、副食（おかずやデザートなど）に使える金額が減少しているうえ、食材全般の物価が高騰して

おり、現行の給食費では単価が不足している状況です。また、おかずの食材（野菜や肉・魚等）について

は、令和３年度と比較すると約 1.2～1.3倍（1食あたり約 40～50 円程度）の価格上昇になっています。 

 

Ｑ３．改定した金額の基準は何ですか？ 

Ａ３．物価高騰が本格化する前の令和３年度の献立水準を客観的基準としました。 

これにより、献立の工夫や、食材の選定に一定の制約が生じている現状から、献立作成・食材の選定な

どにおいて制限が少なく無理のない献立運営を行っていた頃に戻すことができます。 

「物価高騰前の令和３年度と同様の給食の質を確保できる水準に戻す事」を基本的な考え方としており、

「質を引き上げる」ものではなく、「本来あるべき水準を維持・回復するための設定」となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ４．令和９年度以降の給食費はどうなりますか？ 

Ａ４．令和９年度以降の対応は未定ですが、給食費の適正な１食単価について、引き続き検討できるよう

な仕組みとして、検討委員会等を定期的に開くこととします。ご心配をおかけしますが、ご理解、ご協力

のほどよろしくお願いいたします。 

 

 
鳥取市教育委員会事務局 
学校保健給食課 電話：0857-30-8417 E-mail：kyo-hokyu@city.tottori.lg.jp 

令和７年度給食イメージ 令和３年度給食イメージ 


